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研究報告

社会福祉施設等における循環式浴槽水の

第1 目的

レジオネラ症は、高齢者や免疫機能の低下し

た人が感染した場合、発症リスクが高いと言わ

れている。なかでも、社会福祉施設等は、主

に高齢者や要介護者等のハイリスク者が集団

で生活又は利用し、レジオネラ属菌による施設

内感染や集団感染の可能性があることから、そ

の予防策として、循環式浴槽の適正な維持管

理が求められている。そこで、レジオネラ症の

末然防止を図るとともに、今後の自主的な維持

管理を指導するための基礎資料とするため、社

会福祉施設等の管理者の協力を得て、循環式

浴槽のある入浴施設の衛生管理状況について、

聞きとり調査をするとともに、浴槽水のレジオネ

ラ属菌等の検査を行った。

第2 実施機関

大阪府吹田保健所衛生課、豊中保健所衛生

課、茨木保健所生活衛生室検査課（水質検査）

第3 実施期間

平成 18年 8月25日～平成 19年 3月30日

第4 対象施設

循環式浴槽を設置する社会福祉施設（吹田

保健所 30施設、豊中保健所 20施設）。

第5 調査方法

調査概要
り重日 』遭堕澤 吹田 I 

H査

大阪府吹田保健所酒井修二

第6 調査結果

1対象施設の概要

(1)施設の分類（表 1)

表1 施設の種類別と施設数

施設の種類 吹田 豊中 全体

通所介護事集所 13 11 24 
老人福祉施設 6 5 11 
老人保健施設 3 2 5 
その他の施設 3 2 5 
有料老人ホーム 5 

゜
5 

全体 30 20 50 

(2)施設の浴室利用者数及び稼動時間

浴室利用者数が1日40人までが、全体で 37

施設 (74.0%)と大半をしめており最大浴室利

用者数は豊中保健所管内では、 1日60人まで、

吹田保健所管内では 120人までだった。また、

社会福祉施設の浴槽の稼働時間は比較的短

く、 1日1時間~3時間で終える施設が 11施

設 (22%)、1日4時間~6時間稼動する施設

が35施設 (70.0%)であった。

(3)維持管理

維持管理の方法については、自己管理をして

いる施設が 13施設 (26%)すべて維持管理を

豊中

1聞きとり調査 構造設備及び衛生措置に関する、アンケート調査票、立入鯛査票による。

2改善を要する施設 助言・指導

3リスク評価 リスク評価表に基づきリスク評価点数と項目数を各施設ごとに実施。

4水質検査 30施設(34浴槽） iリスク評価点数の高い10施設(10浴槽）

5検査項目
レジオネラ属6条菌1、濁度、過マンガン酸カリウム消費量、大腸菌群数（大阪府公衆浴場法
施行細則第 こよる）

6水質検査不遍施設
再検査指「旅針館Jに及基びづ公い衆て浴助場言の・入指浴導施後設にに浴お槽け水るのレ再ジ検オ査ネをラ実属施菌。検な出お時、及び患者発生
時の指導 再検査で検出し
た施設については再々検査を実施した。

7講習会の開催 謂査結果及び水質検査結果に基づき実施。 1 
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委託している施設は 34施設(68%)であったが、

自己管理と委託管理を併用している施設は 3施

設 (6%)のみであった。

2 調査票に基づく実態調査及び水質検査結果

表2 実態調査及び水質検査結果

大腸菌群数不適施設

レジオネラ属菌検出施設

施設検出率

浴槽検出率

50施設

直40施設(44浴槽）
3施設(3浴槽）

9施設(9浴槽）

22.50' 

20.50' 

3 リスク評価表に基づくリスク評価結果

浴槽だけでなく、これらの維持管理状況につ

いて、大阪府公衆浴場法施行条例（以下条例

という）で規定されている項目について、リスク

評価表による各施設のリスク評価を行い、これ

に基づき各施設に対して助言・指導を行った。

リスク評価表は 20項目で出来ており、リスク評

価項目について「はい」「いいえ」を点数化して

評価を行った。したがって、リスクが高い施設ほ

どリスク評価点が高い。条例で規定しているリス

ク評価 20項目を区分すると (1)~ (6)のよう
になる。また、リスク評価表に基づく、評価結

果は、表 3に示す。

表3 リスク評価表に基づくリスク評価結果
リ

ヨこ ｀ 吹口 • 中
クス レジオネう績出篇

_,炊,_纏(設9)戴 饉111:戴』 篇霞戴 纏殷戴皐 籍設• 轟設●● 籍筐● 轟設戴`No ＂鑑項• <SO( (30) (20) 

1 ろ過IIの1闘間当たりの処理詑力は、浴槽の右 10 
量以上である．

1 11 1 2 4.0 2 6.7 

゜゜2 ろ過IIは1週間に1回以上逆洗浄等適正に渭 10 
撮している．

3 33.3 7 14.0 5 16.7 2 10.0 

3 ろ過鵡循11配管は定期的(1回以上／年）に 10 
消毒している．

8 88.9 36 72.0 27 90 9 45.0 

ヽろ口過が11あのる．前に溝壽霞州の注入口あるいは投入 5 7 77.8 32 64.0 23 76.7 9 45.0 

5 集毛醤は繹日渭掃している． IO 9 100 47 94.0 27 90 20 100.0 

6 隕水r二井戸水温泉を使用していない 5 

゜゚
0 0.0 

゜゚
0 0.0 

7 場1年をに含1む回．以）の上水．ろ買過検系査紐をご実と篤にし浴て槽い水る（．打たせ 5 7 77.8 21 42.0 14 46.7 7 35.0 

B 石蜻槽中＊聞の峙残誓終塩了素前濃の度3回の以測上定実を塵．営して婁い開る始， 5 8 889 33 66.0 23 76.7 10 50.0 

， 浴槽＊の遵離残奮塩素濃霞は常に0.4mg/ 10 
じil.l:.保袴している． 9 100 36 72.0 26 86.7 10 50.0 

10 溢じら槽れへてのい循る環．水が．飲用でない冒の揖置が講 5 1 11 1 7 14.0 6 20 1 5.0 

＂ 浴槽水を1還1111に1回以上入れ換えている． 10 

゜゚
1 2.0 1 3.3 0 0.0 

12 繭湯を1i置していない 5 

゜゚
1 2.0 1 3.3 0 0.0 

13 ら気な泡い発よ生う肇な置撞の置空が講気じ取ら入れ口てかいらる土．ぽこりが入 5 

゜゚
1 2.0 1 3.3 0 0.0 

14 打たせ湯に置環水を便用していない． 5 

゜゚
0 0.0 

゜゚
0 0.0 

15 貯る加場温槽菫内置のを温鑽震えをて6い0℃る以，上に保つことができ 5 

゜゚
0 0.0 

゜゚
0 0.0 

16 貯る．場IIMの温度を常にeo℃以.tr:保ってい ら I 111 2 4.0 2 6.7 0 0.0 

17 貯壽湯を実槽魔はし．定てい翔る的．(1回以上／年）に清掃消 5 6 66 7 32 64.0 20 66.7 12 60.0 

18 オ設ーけパていーてフoも-．浴,1(槽用へのろ回過収直槽もをどliしlてtていいなないい．． 5 

゜゚
0 0.0 

゜゚
0 0.0 

19 回壽収を実槽裏はし定てい期る的．(1回以上／年）に清掃消 5 

゜゚
0 0.0 

゜゚
0 0.0 

20 過レジ去オ3ネ年ラ間●の園水が貫検検出査さ（れ自た主こ・と収が去な）にいお．いて． 5 6 66.7 18 36.0 1B 60 0 0.0 

(1)ろ過器・循環配管について

No 2 ろ過方式は、砂ろ過方式が 28施設

(56%)、続いてセラミック方式 15施設 (36%)

であった。逆洗を1週間に1回以上行っていな

いは、 7施設 (14%)であったが、レジオネラ属

菌検出施設では、 3施設 (33.3%)あった。

No 3 (表4)ろ過器の洗浄・消毒は、バイオフィ

表4 循環配管清掃・消毒

循環ろ過装置の清掃・消毒 総数 検出 吹田 豊中

定期的に実施(3回／年） 1 1 1 

定期的に実筵(2回／年） 5 5 

定期的に実施(1回／年） 8 3 5 

定期的に実龍(1回/2年） 2 2 

不定期に実施 5 5 

未実施 29 8 25 4 

総数 50 ， 30 20 

検出：レジオネラ属菌の検出施設

ルムの除去が最も重要な目的であるが、未実施

の施設が 29施設 (58.0%)であった。

No 4 ろ過器内の生物膜の生成を抑制する

ことが狙いであるが、不適合施設数が 32施設

(64%)であった。比較的新しい施設が多い豊

中では、不適合施設 9施設 (45%)であったの

に比べ、古い施設が多い吹田では、 23施設

(76.7%)であった。

(2)浴槽．浴槽水について

No 8、No9 公衆浴場では、 1日3回以上測

定が前提になっているが、社会福祉施設の場

合は入浴時間が短いため、 1日2回以上測定し、

かつ、 0.4mg/I以上保持していれば、リスク評

価点は 0と判定した。レジオネラ属菌検出施設

9施設のうち不適合施設数はNo8が、 8施設

(88.9%)、No9が9施設 (100%)であった。

No 11 49施設 (98%)が適合していた。

(3)その他の設備について

No 5 集毛器（ヘアーキャチャー）は全ての

施設に設置されているが、バイオフィルム形成

防止の重要なポイントである集毛器の清掃頻度

では47施設 (94%)が不適合であった。レジ

オネラ属菌が検出された施設では9施設(100%)

が不適合であった。
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(4)総合リスク評価結果（表 5)

リスク評価表に基
表5 リスク分布

づき調査を実施

した結果は、表

5のとおりであっ

た。評価点数の

平均は、 41.3点、

最高点数は 75点

であるが、最低点

が0点であるすべ

ての項目が「適」

リスク
評価点数

゜1 5 20 
25 
30 
35 
40 
4 5 
50 
5 5 
60 
65 
75 
込 It

である施設は1施設のみであった。

5 水質検査結果（表 6)

表 6水質検査結果

疇

施設数

1 
2 
1 
I 0 
2 
5 
3 
2 
1 0 
8 
4 
I 
1 
50 

白湯（水道水） 40施設44浴槽の水質検査

の概要は表 6に示す。

(1)塩素濃度とレジオネラ属菌（図2)

図2 残留塩素濃度とレジオネラ属検出

1.0超過

0.4~1.0 

0.4未満

レジオネラ属菌検出と塩素濃度

口浴槽数 ■検出浴槽数

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

採水時の残留塩素濃度が基準値の 0.4mg/

l未満の施設が 19施設 (19浴槽 43.2%)であ

り、うち 8施設 (8浴槽 42.1%)でレジオネラ属

菌が検出された。

(2) レジオネラ属菌検出浴槽数とリスク評価点

数（表7,8) 

水質検査の結果、検出しなかった施設、検

出した施設のリスク評価点の平均、不適合項目

数の平均を併せて示した。レジオネラ属菌を検

出しなかった施設では、 41.9点、検出した施

設で53.3点と検出した施設が 11.4点高かった。

また、レジオネラ属菌を検出した9施設について、

各施設毎の調査結果を示したが、検出された

レジオネラ属菌数が最も多かった施設の評価点

数は、 75点であった。

レジオネラ属菌を検出した施設での浴槽水の

換水頻度はいずれも週1回以上であり、中でも

5施設は毎日換水しているため、レジオネラ属菌

数が最も高い値でも、 30cfu/100mLであった。

第6 考察

国では、社会福祉施設等の浴槽中の遊離残

留塩素濃度は 0.2~ 0.4mg/l程度で管理を行
い、頻繁に測定し、記録するよう技術上の指針

を定めている。しかし、今回の採水時の測定

では 67.5%が国の示す塩素濃度の値に適合し

ていたが、 4施設からレジオネラ属菌を検出し

た。一方、条例では、 0.4mg/l以上保持する

よう規定しており、府の基準に適合していた21

施設のうち、 1施設を除いて、レジオネラ属菌

がすべて検出しなかったことから、遊離残留塩

素濃度を常時 0.4mg/l以上保持することが、レ

ジオネラ属菌防止対策として有効であると考え

られる。また、今回の水質検査で、レジオネラ

属菌が検出された施設にあっても菌数が最大で

30cfu/100m Lと極めて少なかったことは、毎日

換水と利用者が少ないことが大きく影響している

と考えられる。最後に、配管の洗浄等の維持

表7 レジオネラ属菌検出浴槽数と

リスク評価点数

不適合

施設数 平均 項目数

平均

全調査
50 40.4 5. 5 

施設数

採水
全数 44 41. 3 5. 6 

不検出 35 41. 9 5. 7 
内訳
畜面 ------------← -----， 53. 3 7. 3 

表 8 レジオネラ属菌検出施設別調査結果

No 
浴槽 不適合 評価 菌数cfu 浴槽水換 採水時塩素
種類 項目数 点数 1100ml 水頻度 濃度mg/L

1 白湯 10 75 10 毎日 01未涵
2 白湯 ， 60 10 毎日 0 1未満
3 白湯 8 60 10 1回／週 0.3 
4 白湯 7 55 20 毎日 0.1未満
5 白湯 7 50 30 2回／週 0.1 
6 白湯 7 50 20 毎日 0.1未満
7 白湯 7 50 10 1回／週 1 
8 白湯 6 45 20 毎日 0.3 ， 白湯 5 35 20 2回/5日 0.2 
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管理を業者に委託している施設が多く、 1週間

に1回行う逆洗浄や毎日行う集毛器の洗浄等の

日常の管理までも業者に頼っている現実が大き

な障害である。

第7 結論

今回の社会福祉施設等の実態調査で、判明

した結果から、残留塩素の測定を利用前と終

了前等に行い、 2回以上の残留塩素測定を行

い、その結果を記録することやレジオネラ属菌

を含め、浴槽水の水質検査を1年に1回以上行

うこと及び配管やろ過器を定期的に洗浄、消毒

をすることと同様に、ろ過器の逆洗浄や集毛器

の洗浄等の様な自ら行う日常の管理が重要で

ある。今後、施設管理者は、衛生管理責任者

を定め、次亜塩素酸ナトリウム等の消毒薬剤の

注入口の位置（ろ過器前）など、構造設備の

不備な点を改善し、日常の維持管理結果を記

録し、常にリスク管理を怠らず、リスクを小さくす

る努力が必要である。現在、わが国では、急

速に高齢化が進んでおり、社会福祉施設等を

利用する人数も大幅に増加することが考えられ、

今後、レジオネラ症防止対策を図っていくため

にも何らかの法的な規制が必要であると考えら

れる。

最後に、本調査にご協力頂いた社会福祉施

設の関係者の方々及び大阪府環境衛生課には

深謝いたします。

なお、本事業は、平成18年度公衆衛生調査

研究事業であり、共同事業者は、瀬川治、柾

木文行（吹田保健所）、河合茂、細井哲夫、

石垣孝市（豊中保健所）、柴田博、久保田潤

子（茨木保健所検査課）です。

□三門冒：已＿大6阪9公~:'tf'<.~律［生1協4会5事8務局~AX 06-6932-9788 
（財）大阪公衆衛生協会編

「わかりやすい公衆衛生学」

本書は、看護師国家試験の出題基準に準拠し、項目も出題基準に添って記載しており、

わかりやすく簡潔な内容となっています。

本書は、看護学校の教科書として作成していますが、熟達の人の便覧にも、市町村での

研修にも最適です。
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